
小川町立小中学校再編計画（長期計画）案 修正点 
 

小川町教育委員会 学校教育課 

 

修正箇所 修正後 計画案 

P.6 

2 ⑴  

②再編の

時期 

令和 7 年 4 月 1 日 

西中学校と欅台中学校を統合し欅台中

学校の位置に新設校を設置する 

令和 9 年 4 月１日 

竹沢小学校と大河小学校を統合し西中

学校の位置に新設校を設置する 

令和１１年 4 月１日 

八和田小学校と小川小学校を統合し小

川小学校の位置に新設校を設置する 

令和１１年 4 月１日 

みどりが丘小学校を西中学校の位置の

新設校に統合する 

令和１２年 4 月１日 

東中学校を欅台中学校の位置の新設校

に統合する 

 

令和 7 年 4 月 1 日 

西中学校を欅台中学校に統合 

 

令和 9 年 4 月１日 

竹沢小学校と大河小学校を統合し西中

学校の位置に新設 

令和１１年 4 月１日 

八和田小学校と小川小学校を統合し小

川小学校の位置に新設 

令和１１年 4 月１日 

みどりが丘小学校を西中学校の位置の

新設校に統合 

令和１２年 4 月１日 

東中学校と欅台中学校を統合し欅台中

学校の位置に新設 

 

p.11 

2 ⑵ 

② ア 

再編の形

態及び計

画の期間 

 

⚫ 令和 7 年 4 月 1 に西中学校と欅

台中学校を統合し、欅台中学校の

位置に新設校を設置する。２校の

通学区域は、新設校の通学区域と

する。 

⚫ 令和１２年４月１日に東中学校

を欅台中学校の位置の新設校に

統合する。東中学校の通学区域

は、新設校の通学区域とする。 

 

 

 

 

⚫ 令和 7 年 4 月 1 に西中学校を欅

台中学校に統合する。西中学校の

通学区域は、欅台中学校の通学区

域とする。 

 

⚫ 令和１２年４月１日に東中学校

と欅台中学校を統合し、欅台中学

校の位置に新設校とする。２校の

通学区域は、新設校の通学区域と

する。 
 

※ 上記の修正の他、文言の整理を行いました。 


